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はじめに

注1 注2

本稿は［望月1999］に続くものである。今回の和訳部分は、 「別解脱・波羅

提木叉(pratimok鋤に関するｾｸｼｮﾝであき:ここで論じられる本頌は、
わずか二偶しかないのだが、それ以上のサブテーマが論じられていることが判

る。

注l前稿の後に、矢崎正見「初心者のための独習チベット語文法」 （出帆社， 1999年）

が出版された。本書には、 『菩提道灯論」のチベット語テキストと和訳を添えた語蕊

集が付されている。学術的なものではなく、初学者の学習用であるが、別売のカセッ

ト ・テープにはチベット人によるそのテキストの講読が収められており、 とても興味

深いものである。また、HubertDecleer, "MasterAtiSainNepal:TheTham

BahilandFiveStnpas'Foundationsaccordingtothe'Bromstonltinerary'',

JowwqZq/"eⅣごpaJReseqrcﾉzCEnteF10, 1996, pp.26-51は、彼の伝記資料
に基づいて、ネパールにおける事跡を報告している。さらには、大正大学の米沢嘉康

氏には、J.Egberts&M・Boswerger,陸凡LampUooF･h"Pqd凡aarde

VeF"Cﾉ1瓦"9, 1996Amsterdamをお教えいただいた。同書を入手するにあたり、

ご労力を下さった米沢氏に感謝申し上げる。同書はA・BerzinによりMaitreya
Instituteから出版された著書のオランダ語訳であり、 「菩提道灯論」のオランダ語

訳とツェンシヤップ・セルコン・リンポチェによる解説が付されている。

注2チョーネ版Khi263b4-270a2,デルケ版Khi258a5-264a2,ナルタン版Ki 293

b3-300bl,北京版Ki297b4-304b2、金写版Ki409b6-419a4にあたる。

注3 この語に関しては、平川1993;3-7を参照。また諸部派のテキストにおける波羅提

木叉は、Ch.Kabilsingh,T"eB/z娩虎ﾉzunim"moたんﾉzQQ/"ze&工馳hools,
Delhi l998において英訳されている。

注4 Sherburnel983: 3はI4TheMonasticLife'' という、暖昧なタイトルを付し

ている。
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和訳に入る前に、 「菩提道灯論」の成立に関する問題を論じたいと思う。こ

れに関しては、ヘルムート ・アイマー博士が「菩提道灯論』に関する研究を発

表した際に、その著書の序論においてすでに詳細に論じている。ここでさらに

屋上屋根を付す必要もないと思われるので、同博士の研究成果よりその一部で

ある「｢菩提道灯論」の成立」と「チベット文献における「菩提道灯論』の評
注5

判」の和訳をここにあげておく。

｢菩提道灯論」の成立［和訳］

10世紀の終わりからll世紀の前半に西チベットの王家の二人のメンバーであ
性6

るイェーシェーウ一とその甥のチャンチュップウーがさらなる仏教の振興のた

めに努力した。彼らによる方策は、 21人のチベットの若者をカシミールに派遣
注7

することであり、それにより彼らはそこで重要な仏教の教えの講義を受けた。
注8

慣れない気候と旅の疲れから二人しか生き残らなかったこの研究グループの最
柱9

も著名なメンバーが翻訳官のリンチェンサンポであった。イェーシェーウ－と

チャンチュップウーは、その故郷に仏教の正しい教えを説教してもらうために、

インドからチベットに学者を招待しようと再び努力した。その際に彼等の選択

は､アテイシャという呼縦そ有名な982年にべﾝガﾙで生まれ､ 29歳までタン

トラの学習を続けていた僧侶であるデイーパンカラシュリージュニャーナに当

注5Eimerl978: 7-16.略号などは同書のものをそのまま用いているので、必ず原書

を参照していただきたい。

注6生存データは知られていないが、 イェーシェーウーは1040年以前に死んでいなけ

ればならない。グゲ王家（西チベット）の系譜をNAUDOU, Bouddhistes, 213

が示している。

注7Rnamtharrgyaspa45bl-46al参照。

注8Rnamtharrgyaspa45b6参照；チベットに戻った他の者に、ローチユン．
レッグペーシェーラップがいた。

注9 958-1055;彼の生涯に関しては、TUCCI,Rinchenbzangpoを参照。

注10 この名前の形に関してはEIMER,Berichte, 20-22参照。
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たった。ふさわしい師を招待しにインドに向かった二つの旅行グループが成果

なく戻ってきて､イェーシェーウ-の死灘起こされた三番目のものが､ 60歳
注11

のアティシャを西チベットに招待することができた。チャンチュップウーの使

者の主校翻訳官ツルテイム・ケルワーがインドの僧院の上部の人に与えなけれ
性13

ばならなかった約束のために、これらの旅行に対する時間は三年に限られた。

帰路は遅くとも1044年には旅立たなければならなかった。
注14

西チベットの王家により建てられた僧院のトデイン寺に滞在している間にア
注15

テイシャは老年のリンチェンサンポに会った。二人の学者の間の論争は、 タン
注l6

トラの教えはどのように実現されるべきかという問題であった。 リンチェンサ

ンポはその論争の後にそのインド人の同信者に屈して、残りの生涯は瞑想のた
注17

めに退いた。この論争の結果がチベットにおける後のタントラの伝承に如何な

る効果を与えたのかは、今日得られる資料からはわからないが、それはこれら

の教えのある重要な改革をもたらしたように思える。
注18

トデイン寺を発つ直前にチヤンチュップウーはアテイシャに教科書を懇願し
注卸

た｡すなわち､二つの大きな伝言艶『菩提道灯論細疏』に述べられている：

ここチベットの国では人は誤った見解で菩提への［道の上の］友である

注11 最初の旅行はRnamtharrgyaspa46al-5に、二番目のものはop・ cit
－

46b3-47a3に叙述されている。

注12彼の生涯の終わりに関しては、 「ガロッグ・エピソード」力報告している。EIMER,

''Garlog-Episode"参照。
注13 これは正しい数のように思える。それは往路に一年、滞在に一年、帰路に一年と

理解できる。Rnamtharrgyaspa55al-3も参照。
注14 FERRARI,Guide, 79注7,WYLIE,Geography, 125注96も参照。
注15その時に彼は85歳に達していた。

注16 EIMER,Berichte, 15注17も参照。

注17ROERICH,BlueAnnals,I,250を参照。

注18 これはRnamtharrgyaspa62b3のナツォーのツルテイム・ゲルワーが、
アテイシヤはチベットに一年以上いられないことに言及した記述から見て取れる。

注19この表示を二つの次ぎの著名な伝記に対して用いる:Rnamtharrgyaspa

(62b4-5),Rnamtharyongsgrags (52bl-2).

注20Bodhimargadipapanjika278b5-7(242a2-3)
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師により正しく導かれない人たちが、ブッダの教えに関してこの大乗の道

をあちらこちらで論争し、それぞれが自分独自の論理で［その教えの］広

くて深い意味を分析し、 ［そのようにして］それぞれの［視点］でかなり

［の程度］で意見の相違が結果として生じるので、彼等の疑惑を明らかに
注2l

することをお願いいたします。
注22

その上さらに二つの大きな伝記の記述によると、通例の乗に関して二つ、波羅

蜜乗に関して二つ、マントラに関して三つの質問がデイーパンカラシュリージユ

ニャーナに向けられたとのことである。これらの願いに応じてアテイシヤは

｢菩提道灯論』を、より正確には最初にサンスクリットで著わした。チベット
i極3

語の版は、ケウェー・ロードゥと一緒に同じくトディン寺において、おそらく

引き続いて作成された。デイーパンカラシュリージュニャーナを招き、その旅
注24

行に同伴したチベット人の翻訳者であるナツォー・ツルティム・ゲルワーは、

初期にも後期にも多くのテキストをそのインド人の師とともに翻訳したにもか

かわらず、これらの仕事に参加しなかった。 「菩提道灯論』のサンスクリット

の版の写本からの写しが作られたかどうかは伝わっていないが、著者が数部を
注濁

インドに送ったことは全く有り得ることかもしれない。そのテキストのオリジ

注21 Rnamtharrgyaspa62b4-5:…bodkyiyul 'dinasangsrgyaskyi

bstanpathegpachenpo'i lam'di lalogparrtogpa'igangzagbla

madgeba'ibshesgnyengyisyongssumazinpadagphantshunrtsod

cingrangranggi rtoggeszabpadangrgyachenba'i don ladpyod

cing/sosonasmamthunpamangdumchispasdedaggithetshom

bsaldugsol ...

注22Rnamtharrgyaspa62b5-6,Rnamtharyongsgrags52b2.
注23二つの大きな伝記ではその名前はケーワ・ロードゥとされ、彼の生存年代は不明

である。

注24 1010年生まれ;ROERICH,BlueAnnals,I,247, 23-24を参照。アテイシヤ

の長い間の随伴者であり、弟子であると同時に、師についての最初の伝記の伝承に対

する最も垂要な保証人である。EIMER,Berichte, 325, 327も参照。

注25そのような使節については、Rnamtharrgyaspa97a5-7が述べており、同
書の102b2も参照。

(”7）



5 デイーパンカラシユリージユニヤーナの『菩提道灯論細疏」和訳（3） （望月）

ナルは、アテイシャが1054年に死んだところでもあるニェタンに滞在している
雄猫

間にも説教に役立てられて、それがもとで今日までラデン寺に保存されている
注27

師の本にまだそれを見い出すことができる。チベット語訳は多くのテキスト証
注28

拠が存在し、そのうち次の刊行に16を役立てることができた。明白にケーウェー

・ロードウとともに訳された版だけがあり、そうは言ってもニェタンにおける

そのテキストの説教の際に原文がチベット人の聴衆に対して変えられたかどう
注”

かは、入手できる文献資料からは推論できない。

チベット文献における「菩提道灯論』の評判 ［和訳］

チベットの伝統はデイーパンカラシュリージュニャーナの名前で広く伝わっ

た著作の中で「菩提道灯論』に特別な地位をあてがっている。著者自身がこの

教訓詩を自分の最も重要な書物と見ていたかどうかは、今日では言うことがで
注鋤

きない。チベット大蔵経に「菩提道灯論』の「自注」として報告されている

注26 Bodhipathapradipaの二つの説教はRnamtharrgyaspa92b6-937alに

述べられている。テキストの関係を理由に、それらはニェタンで行われたことを前提

として考えるべきである。SARATCHANDRADAS, "BodhiPathaPradipa",

40注2は、ラデン寺とサムエ寺にサンスクリットの写が数部持っていかれたと述べ

ている。

注27 FERRARI,Guide, 80注8における}-l.E.RICHARDSONによる所見に

従う。

注28その他にここでは含むことができなかったさらに二つのテキスト証拠が知られて

いる: 1.TOHOKUn,Nr. 6963(五葉よりなる印刷) , 2. (チューリッヒに居住

の）かつての宣教使の個人所有の写本。確実にまだ多くのさらなる印刷や写本が存在

する。

注29Rnamtharrgyaspa92b6は、そこで挙げられたテキストのBodhipatha

pradIpaは翻訳者すなわちナツオー・ツルテイム・ケルワーにより訳されたと述

べている。そうならばある修正が行われたのか。

注30例えば北京版では、テキスト (TT,Nr. 5344)の前に短いタイトルとして､byang

chublamsgronrang'grel joborjesmdzadpa(bzhugs)とある。 「自注」

はBodhimargadipapanjikaの略号として、以後つねに引用符が付される。

(206）



デイーパンカラシュリージュニャーナの「菩提道灯論細疏』和訳（3） （望月） 6

｢菩提道灯論細疏」というタイトルをもつテキストが存在するので、それを受

け入れることができるかもしれない。そのチベット訳の版では注釈書のタイト

ルのByangchublamgyi sgronma'idka' 'grelは根本テキストのもので

あるByangchublamgyisgronmaを含んでいるが、それに反して翻字で
注31

示されるサンスクリットのタイトルはその二番目と三番目の構成支分において

区別し、 -patha-pradipaに対して-marga-dIpa-とある。この区別を説明す

る試みは推測の領域に導いている。なぜ、一つの又は二つのサンスクリットの

タイトルの推定できる後の復元の際に、 lamgyi sgronmaの語が異なった

方法で訳されなければならなかったのか、 とりわけテンギュルの中観部におけ

る出版に登録された両方のテキストがあい並んでいるのか。

カダム派の初期の時代において「菩提道灯論』をディーパンカラシュリージュ

ニヤーナの著作の中の上位に入れたことを修史のテキストから加えることが

できる。今日では12, 13, 14世紀の編集とされるサムエ寺院の古い年代記であ

る「バシェー」は、アティシャの短い伝記の中でその著作からただ一つ著名
注型

な教訓詩について述べている。グー・ローッァーワ・シュンヌーペルは自身

の「青冊史』において、ポタワ・ リンチェンセル(1031-1105)が「菩提道灯

論」に特別な高い価値を与えており、さらにこのテキストは『大乗荘厳経論」

や「菩薩地」や「集学論」や「菩提行論」や『ジャータカ」や「ウダーナヴァ

ルガ』とともにカダム派にとっての六つの基本的な著書のグループに数えら
推卿 if34

れていることを示している。 「青冊史』にあらかじめある「菩提道灯論」の短

い特徴づけは、 15世紀末にいかなる視点の下でその著作が見られていたかを

注31 それらはこの作品において標準化して使われており、その際にpradipaはサン

スクリットの言語の慣用に従って男性形として現れ、女性形としてではない。

注32 STEIN,Chronique, 91, 5; sBabzhedに関してEIMER, Berichte, 128
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示している。この教訓詩の意味に関するさらなるしるしは、それがさしあたり

たぶん大蔵経と並んで伝わった「師［アテイシャ］の短い宗教的［著作] (Jo

bo'i choschung)」の集成を開始していることにも見ることができる。第五

世ダライラマの「トップイックjに含まれるディーパンカラシュリージュニャー

ナの103の著作のリストは、まさしくこの集成に含まれたテキストのタイトル
注謁

をあえて書き留めており、そのうち27を除いた残りは他の師の作である。ザ
姓郵

ヤ・パンデイタがアテイシャの著作として数え上げている28のテキストのタイ

トルのうち、最後から二番目のものは、ディーパンカラシュリージュニャーナ
注諏

とナツォー．ツルテイム・ケルワーにより翻訳されたセルリンパの著作と呼ば

れている。

目下のところ「菩提道灯論」の他に大きな注釈書を得た著作が一つだけ知ら

れている。 「菩薩摩尼霊論」は、印刷された版に従って115-137葉の間にわたる
注測

注釈書とともに、 『カダム経函全集」の中心である。 「菩提道灯論」の特別な意

は、多くの師がそれに注釈書を著わしたことからも評価できる。 「自注」の

｢菩提道灯論細疏』はすでに知られており、その他の初期の「菩提道灯論』の

注釈は、参照指示からのみ知られており、これに反して原文では入手し難い。

初代パンチェンラマのロサン・チューキゲルツェンの注記によると、アテイ

シャの長年のお供であるナツォー・ツルテイム・ゲルワーが書いた注釈書が

注35 アテイシヤ作(VOSTRIKOV,loc.cit.参照）の最初の26の著作と並んで、 Jo

bo'ichoschungの最後(又はデルケ版によると最後から二つ目）のVimalaratnalekha
も数に入れなければならない。

〃

注36 Sakyabtsunpablobzang'phrinlaskyi zabpadangrgyacheba'i

dampa'i choskyi thobyiggsalba'imelong,Bandkha, 271b-272a3;

それにはTT,Nr.5378-5404,5480(TOHOKUI,Nr.4465-4490,4550,4566

が相当する）に対する短いタイトルされている。

注37 TT,Nr.5404;TOHOKUI,Nr.4550(そこでは著者は'Jampa'irdorje

mnyesbyasと呼ばれており、同時にNr. 3942を著者のgSerglingpaととも
に指示されている)．

注38EIMER,Berichte, 89-90を参照。

(2“）
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注調

あった。アクリンポチェ・シェーラップギャムツォー（1803-1875）は、彼の

『トーイック」に、 12世紀から16世紀の間の時代に作られた八つの『菩提道灯
注40

論』の注釈書を著者名と短いタイトルとともに枚挙している。このリストにお

ける最も初期の著作は、アクリンポチェにより引用される三番目の著作の「道

灯釈二巻」の著者として知られているチャンセム・シュンヌーゲルチョックの

名前をプーチュンワ (1031-1106)別名チャンチュップセンパ・シュンヌーゲ
注41

ルツェンと同一視しない限りは、セチルプーパ(1121-1189)の『道灯釈」 と

ナルタンパ・ ドートゥン・シェーラップ（僧院長としての公職の年代: 1167-1
注42

186）のものと思われる。これらの一連の最後に知られている注釈はレーチェ

ン・クンガーケルツェンにより著わされており、それからカダム派の歴史の全
注43

体の陳述も知られる。

「菩提道灯論細疏」の後でこの仕事に対して引き寄せられた最古の「菩提道

灯論」の注釈である『菩提道灯論釈・最上の笑みの喜びの説示』は、ローサン

チユーキケルツェン（1567-1662）により著わされ、その全体の量は「自注」

のおよそ半分に達する。それと並んでテキスト証言としてさらに二つの注釈が
注44

19世紀に現れる：ウェルマン・コンチョックゲルツェン(1764-1853)の『菩

提道灯論釈・最上の喜びの供養の雲』とタツカルトゥルク・ローサンペルデン

テンジンニェンタックの「菩提道灯論釈・テキストの意味を明らかにする太

陽』とである。二つの「菩提道灯論』へのさらなる注釈文献が、 この教訓詩

注39 「灯論釈」の奥書きは述べている(41b7 (54a2)):…rang'greldang/nag
－

tsho'i 'greldang

注40LOKESHCHANDRA,Materials, 3, 515(Nr. 11099-11106).

注41ROERICH,BlueAnnals,I,276に従った生存年代。

注42年代はROERICH,BlueAnnals,I,282から推測した。

注43 EIMER,Berichte, 49-51を参照。

注44 これらの二つの著作をローデン・シェーラップ・ダーギヤップ氏が私に指示して

ください、さらに氏は後者に関して氏の個人的な版を私の意のままにさせて下さった。

この手助けに対して、私は大変感謝している。

(203）
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の意味を後代に暗示するために、ここにまだあげられるが、それらはテキス

トの伝承としては引かれない：それは、チャンキャ・クートウック・ルルペー
注45

ドルジェー(1717-1786)の「菩提道灯論の科門要約」とコントウル・ロードウー

ターイェー（1813-1899）により 「教誠の蔵」のカダム派の巻に含まれる「菩
注46

提道灯論釈・心随を集めた菩提道灯の輝きを明らかにする』である。 I.J・シュ

ミットとO.ベートリンクにより記録された「菩提道灯論釈．少し明らかにす
注47

る能力のある偉大な能力の喜びをもたらす供養の雲』というタイトルの写本

については、知ることもできず、著者についてもその著作年代についてもわか

らない。

「菩提道灯論」は、ツォンカパ・ローサンタクパ(1357-1419)が彼の解脱

の階梯に関する二つの著作への導入部においてそれを根本的なものとしてきわ

だたせなかったならば、おそらくゲルク派の普及以後の時代に少ししか注目さ

れなかったであろう。しかし「ラムリムチェンモ」 も 『ラムリムチュン罰
注49

もアティシャの教訓詩に対する注釈書とみなしてはならない。ツォンカパは、

その著者の生涯の描写を陳述することで、このテキストの意味を示しており、

そして後の評論では『菩提道灯論』に関しては比較的稀にしか取り入れてい

注45 TAUBE,Handschriften,Nr. 2588によりカタログにされている。そのテキ

ストの写はストックホルムにも存在する。EIMER, .4TibeticaStockholmiensia",

H. 6028.P参照。

注46 gDamsmdzad, 2. 15-61に印刷されている。EIMER,TibeticaUpsaliensia,

Utl. rar. 109(2)を参照。

注47 SCHMIDT/BOTLINGK, "Verzeichni3,Nr. 381.

注48 この短いタイトルは「(三つの人の興味を引く）すべての次第を完全に示す菩提

への道の次第」ないしは「三つの人の興味を引く菩提への道の次第」と同じであり、

両方の著作はTT,Nr. 6001bzw、 6002に同じくある。

注49 しかし、TAUBE,Handschriften,Nr. 2589により 「ラムリムチェンモ」は

そのように分類されている。

(202）
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性釦

ない。 『ラムリムチェンモ』と「ラムリムチュンモ」は、確力にラムリム文献

の重要な代表作であるが、アク・リンポチェ・シェーラップギヤムツオーの書
柱51

籍リストから引用できるように、これはすでに初期のカダム派の教えとともに
注52

始まっていた。ガンポパの「タルギェン』もラムリムのテキストに属するので、

それは「菩提道灯論」をかなりの回数引用し、それゆえに特にカダム派の書物

を扱う際にラムリム類の他の著作もアティシャの教訓詩を引き合いに出してい

ると受け入れることができる。従ってツォンカパ・ローサンタクパは、 「菩提

道灯論』を彼の二つのラムリム作品への導入部においてある特別な意味を与え

たときに、全くその伝統の中にいた。

[SynopsisoftheBPPbased_on
gZhungdongsalba'inyima(3)]

2.l.3.2.2.2入る菩提心の本質

2.1.3.2.2.2.1律儀を領受する依所[79-86］

『菩提道灯論細疏』和訳(3)

そのように菩提心というその宝を特別に増やすために、 「戒律を確かに守る

べきである」と示した後に、今度は戒律の特殊な依処を示そうと望んでから、

注50NAGAO,Study, xmを参照。とはいえ45bl-2にBodhipathapradIpazz
-

9-12, 45b4-5に13-16, 45b8-46alに17-20, 170a4に32, 170b6に4546, 173al-4

に59-70, 177b3-4に73-74, 269b3に163, 273b3に163-164が示されているだけ

である（フオリオの表示は「ラムリムチュンモ」のTT,Nr.6001,kaの印刷のもの

を引いている)｡TUCCI,"Religionen",51も参照。

注51 LOKESHCHANDRA,Materials, 3, 515-517,Nr. 11107-11153.AKhu

Rinpocheに知られていたラムリムのテキストを書き留めると、例えば、 sNe'u

zerpa(1042-1118)のNr. 11115,Byayulpa(1075-1138)のNr. 11116,Ka

mapaShesrab 'od(1057-1131)のNr. 11132がある。

注520p. cit. , 3, 516,Nr. 11120.

(20I)
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姓53

七部の別解脱の律儀を常に守っている者たちだけが菩薩の律儀の部分を

持っているが、他の者にはない。 [BPP79-82]
注劉

と言う。ここに［ある者が]、 「あなたは、最初に、

この方は最高の人である。
注弱

聖なる衆生であり、最高の菩提を望んでいる者たちに対して[BPP2022]

と言わなかったのか。またここでそのように述べたものは、どのように真実を

説いたものであるのか。前の者は不浄なる依処として設定されており、これは

清浄なる依処として認められるものである」と言う。この意味は師である吉祥

なる尊者ボーディバドラが「[菩薩］律儀二十細疏」にお説きになられている。

すなわち、

次のように別解脱の律儀は菩薩の律儀の支分となっているものであり、

［その］一部分として知るべきである。それ故に「他の別解脱の律儀をそ

なえたこの方は菩薩の律儀を正しく領受する器となっており、学ぶべきこ

の言葉も与えられるべきである」という意味である。ここに、殺生などか

ら退く別なる儀軌は存在せず、それらからも退いており、菩薩律儀を領受

注53 「七部の別解脱」とは、 (1)比丘の具足戒、 (2)比丘尼の具足戒、 (3)正学女の六法

戒、 (4)沙弥の十戒、 (5)沙弥尼の-I-戒、 (6)優婆塞の五戒、 (7)優婆夷の五戒である。

平川前掲書, pp.56-57,注(5)を参照。
CI.BBh: 138.24-27:

tatrasamvara-Silambodhisattvasyayat sapta-naikayikampratimok5a-

samvara-samadanambhikSu-bhikSuPI-SikSamaPa-SramaPera-SramaPery-

upasakopasika-Silam. tadetadgrhi-pravrajita-pak5e yathayogamvedi-

taVyam.

藤田1989； 33参照。なお、デイーパンカラシュリージュニヤーナはMSにおいて、

BBhの「戒品」の全文を引用している。Cf.Mochizuki l995.

注54藤田光寛「チベットにおける菩薩戒の受容の一断面」 （｢印度学仏教学研究」36-2,

1983年) , p.112.

注55ただしBPP20の初めの句は"skyesbudeni"とあるのに対し、ここでは

"deniskyesbu"と助辞"ni''の位置が異なっている。この句に「師たちにより
説かれた正しい方法が解説きれるべきである」と続く。
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注錨

する器となっていても、存在することはない。
il57

とお説きになられている。

さて、大乗の習気が存在していないその無種姓の者で、別解脱の組織が中断
注鑓

しており、菩薩の律儀がない上に彼に波羅夷が生じ、学ぶべきことを捨て、善

根を断じ、その律儀を領受しない者は、別解脱もなければ、他にどこに存在す

ることができるであろうか。

ここに［対論者が］言う。殺生などから退かない菩薩が存在することになっ

てしまうのではないか。

［答えて］言う。それはありえない。何故ならば「それらは菩薩にとっての

根本罪である」と経典に説かれているからである。そのようなので、その別解

脱律儀はまず最初に必要なものであり、先行するものである。また、種姓に住

しており、他の生において大乗を修習した者は、その本質により罪を犯してい

ないので、その菩薩律儀自身を第一のものとして受けることにも過失はない。
性59

また大乗である大中観の教義を完成したならば、次のように、

大乗の器とはならない者は誰もいない。一切の衆生は一つの種姓であり、
注“

如来蔵をもつものである。

というのと、

注56"mUα『α"im§α虎apa滅極Tib.P.No.5m4,Ku215aab2.なおCandragomin
の根本テキストの翻訳に関しては、Tatzl985: 27-38,藤田1983を参照のこと。

注57 Cf.小玉1969: 98-100.

注58平川1970: 442-443;平川1993: 139-355. 「波羅夷(parajika)」 とは、 (1)婬

(maithunam)、 (2)不与取(adinnadanam)、 (3)断人命(vadhomanu5yavigraham)、
(4)妄説得上人(uttaramanu5ya-dharma-pralapa)である。

注59袴谷1989: 133-135.このコンテキストからも、 「大中観」とは如来蔵思想である

ことがわかる。

注60典拠の確認はできていない。「一切の衆生＝大乗の器＝一種姓＝如来蔵もつ」と

あり、ここでは種姓の差別は認めていないように思える。ハリバドラが種姓の差別も

世俗的なものとすることに関しては、高崎直道「ツオンカパのゴートラ論」 （『如来蔵

思想II」法蔵館, 1989年) , p. 278と注(13)を参照。

(199)
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地上では幸運は有るものでも無いないものでもなく、すべてのものは仏

となるものである。それ故に完全な仏となるために、怠惰をなすべきでは
注61

ない。

とお説きになられている。 「[一切如来］真実摂集大タントラ』にも、

ああ、世尊のこの大きなマンダラに入る者を、器であるとか器ではない
注62

と考察を行わない。それは何故かと言えば、

などと説かれている。規範師アーリヤデーヴァは、

最初に何であれ望んでいるものを彼に与える。正法に器はなく、いかな
注齢

るものも存在するものではない。

とお説きになられている。それ故に一切の衆生は一つの種姓であるから、尊者

マイトレーヤは［｢現観荘厳論』に]、
注倒

法界に区別はないので、種姓に区別はありえない。

とお説きになられており、聖ナーガールジュナも ［｢無響讃」に]、

法界に区別はないので、第一の乗に区別がなければ、あなたが三乗を
雄“

示したのは衆生を入れるためである。
注“

とお説きになられている。しかも経典にも、衆生の三つの集まりとして説かれ

注61典拠の確認はできていない。

注62 Sarvatathagatatativasamgraha,堀内1968: 86:
atramaha-ma"ala-praveSepatrapatra-parik5anakaryatatkasmad
hetoh/

津田1995: 137.前田崇「蔵梵漢対照初会金剛頂経索引」 （国書刊行会, 1985年）は、

この偶頌の引用箇所を調べるのに有益であった。

注63典拠の確認はできていない。

注64 AAI.39ab,Stcherbatskyl977: 6:

dharma-dhatorasambhedadgotra-bhedonayujyate/

注65 Nirupamastava21,Patel l932: 319, 322[Lindtnerl982: 306-307; Tola
1995: 116126;Poussinl913: 3, 7]:

dharma-dhatorasambhedadyanabhedo 'stinaprabho/

yana-tritayamakhyatamtvayasattvavataratah//
Cf.酒井1959:15;Gnoli l961: 167;Lindtnerl980: 95;Silburnl977: 207.斎藤

1989：注(50)も参照。

注66 Sherburnel983: 68によると、声聞・縁覚・菩薩である。
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注67

ており、宝石の種類を嶮例となしたそれがどのようなものか、衆生の種姓も五
注鎚

つの相として解説したそれがどのようなものかを述べたものは一時的なものと

して意図をもつものである。すなわち尊者スヴァルナドヴイーパが、

種姓は二種である。すなわち、法性の種姓をもつものと、成就の種姓を
注脚

もつものとである。

とお説きになられているので、成就の種姓をもつものとは、 しばらくはそのよ

うにある。法性の種姓をもつものに関しては、いかなる区別も存在しない。次

のように、賢者たちが「その別解脱の律儀は確かに第一のものとしなければな

らないものである。さらにまたこのように法身は一切時に、一切の事物に遍満

するものであり、またその受用身も輪廻にあり、さらに十地の大自在天たちだ

けの行境であり、また大乗の甚々なる法であって、何らかの広大なものである」

と説かれている。変化身は次のようにウドンバラの花と同じなので一時のもの

である。すなわち経典に、

その劫の次に私が生じない六十劫が生じるだろう。

と説かれている。それ故に彼がお説きになられたこの別解脱の律儀も一時のも

のであるから稀なので、善趣に赴く原因の第一であるからであり、仏説は殺生

などの罪に反するものであり、仏説は別解脱の律儀がある限り存続するもので

注67Tib.: rdo.'i rigs.
注68LAS: 63.2-5:

punar aparammahamatepaiYcahbisamaya-gotraPi katamanipaiIca

yadutaSravaka-yanabhisamaya-gotrampratyekabuddha-yanabhisa-

maya-gotram tathagata-yanabhisamaya-gotram aniyataikatara-

gotramagotramcapancamam/

Cf.常盤1994: 164-66;安井1976: 56-57.

注69典拠の確認はできていない。Sherburnel983:68-69,notelOは続く「その劫の

次に私が生じない六十劫が生じるであろう」という引用までを彼のテキストからのも

のとし、そのテキストはAbﾉ"samayalam"r･qgpF･qjizap面『αmitopad盛畦面S〃α‐

ur"j-durbodltaloMmam"ika(Tib.P.No. 5192)からのものとするが、そのア

ドレスまでは指摘されていない。

(I97)



15デイーパンカラシユリージユニヤーナの「菩提道灯論細疏j和訳（3） （望月）

あり、それに依存するものであるから、その別解脱の律儀がまず最初に示され

る。

このように入る順番を作成しても、以前の［生において］大乗の習気が存在

しなかった者たちには、別解脱の七部のうち適切な律儀が先行するのである。

以前の大乗の習気がない人たちにはその律儀は生じないものでもある。それ故

に根本テキストに、

部分はあるが、他の者にはない。 [BPP82]

ということもよく示しているだろう。本文に入るべきである。すなわち、

別解脱を七部として如来がお説きになられた中、吉祥なる梵行が最高の

ものであり、比丘の律儀とお認めになられている。 [BPP83-86]

と言い、 「七つの部分のうち比丘の律儀は共通ではない」と私は思う。 ［ここに
注70

対論者が］言う。すべての律の文献と、聖なる阿羅漢たちが著した「発智論」
注71

などと、他の者たちが著した『[阿毘達磨］大毘婆沙論』と、その意味を親愛
注73

をこめてまとめた『阿毘達磨倶舎識における八つの部分となしたものをここ

で七つに解説をしたものが、どのように言えば真実なのであろうか。すなわち

注70 Katyayaniputra, JHa几aprdSZﾉt面凡α. Chin. T. No, 1543, 1544; re-Skt.

SasntiBhik5uSastrIJfia凡apF･as"la凡α-鐙s"αQ/Katyayfmipu"a,Santiniketan
1955.Cf.E・GerowandK.H.Potter, inPotter l996: 417-449.

注71 Tib.:Byebragtubshadmdzodchenpo・Chin.T.No.1545, 1546.Cf.

塚本1990: 66.

注72 AbhidharmakoSa.Cf.塚本1990:72-96.

注73 AKBh: 205.18-21 (舟橋1987:121) :

a5Iadhapratimok¥akhyah/

bhikSu-samvarobhikSuPi-samvarahSik5amapa-samvarah Sramanera-

samvarahSramaneri-samvaralupasaka-samvaraupasika-samvaraupa-

･vasa-samvaraS ca/eSo '5!avidha-samvarahpratimokSa-samvara ity

akhyayate/namatae5o '51avidhah/

(I96)
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その文献にそのように解説されていたとしても、聖アサンガによる「職伽師地
注74

論』のすべてのテキストと、 「戒品」には七つの部分として述べられている。

聖アサンガは、法の継承の三昧を得た、第三地の菩薩であり、 「聖マンジュシュ

リー根本タントラ』に次のように、

アサンガは聖なる人であり、彼による論書は真実であると知るべきで
注75

ある。

と言われ、また尊者マイトレーヤに直接すべての蔵を聞いた方であり、これを

誰が疑おうか。そのような偉大な衆生を嫌悪し、嫌疑するならば、自分自身を

みじめにしている。師である尊者ボーデイバドラも「[菩薩］律儀二十細疏』

に次のように、

そして律儀戒は別解脱の七部の律を守ることである。そして、比丘と沙

門と、比丘尼との区別により、出家の方は五種類である。在家の方は二種

注74前注53を参照。

注75MaiYjuSrimnlakalpa, ed.byGapapattiSastrI 1925: 617.5(Vaidyal964:
Vol、 2, 482):

sanganamatadabhik5uhSastra-tattvarthakovidah/

同タントラの成立に関しては、 「松長有慶著作集第1巻密教経典成立史論」 （1998年，

法蔵館) , pp.315-330を参照。本偽が収められている第53章に関しては、 前田崇

「<MUlakalpa》五十三章とBu-ston(Chos-hbyun>｣ (｢天台学報」 18, 1976年，

pp.126-132)、同「<MailjuSrImUlakalpa) 53章蔵梵固有名詞索引」 （｢大正大学

大学院論集』 1， 1977年, pp､1-22)がある。後者は、そこに引用されている人名など
の索引であり、本偶を探すのに非常に助かった。なお、ディーパンカラシュリージュ

ニャーナはMadﾉEyanZα〃opadeもαR""αha'･q"4o空ﾉza!a(Tib.No. 3930,Ki
114b6-7)においてナーガールジユナの出現を預言するテキストとして本テキストか

らの偶頌が引用されている（宮崎1993: 27参照)。このナーガールジュナの授記に

関する部分は、ツォンカパや後のチベット文献ではたびたび引用されている(J. 1.

Cabezon, ADoseQ/a71p"凡ess, Albany l992: 24-25andnote6)が、
RKUがこれらの文献に影響を与えているであろうか。

(195)
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である。すなわち、優婆塞と優婆夷との区別による。一日の学ぶべきこと

は難行ではなく、欲望による性的行為をなすことなく、 しばらくの間［性

的な］結合もしないので、 これは別解脱の部分として適切ではないと説か
注76

れてはいない。

とお説きになられている。その師は菩薩蔵の律を保つ偉大な方であり、聖ナー

ガールジュナと軌範師シャーンティデーヴァのそれぞれから継承した言葉の教

義があるものであるから、その偉大な賢者に従うべきである。

それら別解脱の七部をここに少し述べるべきである。すなわち、優婆塞は二
桃77

種類である。欲望による性的行為を捨てた者と、自らの妻を捨てる者とである。

その両者に共通な学ぶべきことは、次の通りである。すなわち、根本の過犯と
注稲

なる四つと［飲］酒を捨てることである。ある者は、 「誤った見解を捨てるこ

とである」と言う。このうち、 ［飲］酒について律師たちは「本質的な罪であ

る」と主張し､ｱピダﾙﾏ論R縦ちは｢所有する罪である」と言う。それらの

詳しい教幾臘､ここでは捨てられる。

そのように、五つの学ぶべき根本と、それらの部分に属する学ぶべき四十五

の基本がある。 ［これらの］五十の学ぶべきことをそなえた優婆塞には過失が

ない。同じように沙門の律儀となったものはこうである。すなわち熾悔をする

ことと、 ［戒に］縛られるべきことと、過失がないこととである。
旅81

比丘の学ぶべきことは二百五十三である。そのうち二十七が繊悔をすべきこ

注76SamUqrQUimsahapa可娩aTib.D.Hi l86b2-4.

注77 Cf.AKBh, pp.217.20-218.7;舟橋1987: 188-191.

注78四波羅夷法のことか。前注57参照。

注79Tib.:mngonpadag.

注80Cf.AKBh, pp.218.14-219.9;舟橋1987: 192-194.

注81 253という戒の条項をあげる文献に関しては、確認できていない。近いものとし

ては、 「五分律」 (251)、 「四分律」 (250)がある。また〃α姫Uyu印α"iは255項目を

あげている。これら条項の数の比較研究については、平川1970: 430-441を参照。Cf.

Sherburnel983: 82, n. 15.

(J94)
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とである。二百十三は縛られるべきことである。十三は過失がないことである。

十三を除いた残りの二百四十を守っている罪のない沙門は戒をそなえており、

清浄であり、比丘尼に関しては、六法と随順する六法をよく守ることである。

すなわち比丘尼は清浄である。同じように比丘も正しい法の通りの律文献に説

明されるままの学ぶべきことがよく完成しており、比丘は清浄である。同じよ
性鯉

うに比丘尼も学ぶべきことの五百の基本をそなえており、清浄である。

それらも様々な部派である。すなわち、次のように大衆部と、説一切有部と、
注画

上座部と、正量部である。それらも十八としてある。次のように［ヴイニータ
注84

デーヴァにより 『異部説集』に]、
注縄 注錨 注87

束山部(PuvaSaila)、西山部(AparaSaila)、雪山部(Haimavata)、出
注囲 注鯛

世説部(Lokottaravadin)、施設部(Prajfiaptivadin)の五つが大衆部
i}鈍

(Mahasamghika)である。
注91 姓兜

根本［説一切有］部(Mnlasarvastivadin)、迦葉部(KaSyapIya)、法

護部(Dharmaguptak獄化地部(MahiSasak駁分別説部(Vibhajya-

注82比丘尼戒の条項が五百という伝承に関しては、平川1970: 491-492を参照。これ

によると、律蔵で「五百戒」という語が見られるのは「摩訶僧祇律j (Chin.T.No.

1425, p.548a)だけである。

注83これらの四つの部派が十八に分裂した伝承は、根本説一切有部によるものである。

Cf.塚本1966: 428-430.

注84 Stzmayabﾉzedoparaca几αcα〃r･eJvihayabﾉ1edopadα茂α凡asamgFaﾉza.Tib.P.
No. 5641.

注85 Bareaul955: 99-103.

注86 Bareaul955: 104-105,高井1978: 74-79.

注87 Bareaul955: 111-113,高井1978: 88-96.

注88Bareaul955: 75-77,高井1978: 54-57.

注89 Bareaul955:84-86,高井1978: 67-74.

注90 Bareaul955: 55-74,高井1978: 29-51.

注91 Bareaul955: 153-154,高井1978: 79-87.

注92 Bareaul955: 201-203,高井1978: 152-158.

注93 Bareaul955: 190-200,高井1978: 143-152.

(I93)
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vadi縦多聞部(BahuSrutiya)､紅衣部(Tamrasatiy3i' [の七つが説一
注銘

切有部(Sarvastivadin)である]・
注蝿 柱”

大伽藍部(Mahaviharavasin)、祇多林部(Jetavaniya)、無畏部
注1“ 注101

(Abhayagirivasin)の三つが上座部(Sthavira)である。
漉1睡

商拘梨何部(Kurukullaka)、不可棄部(Avantaka)、積子部
注103 糀1“ 注1崎

(VatsiputrIya)の三つが正量部(Sammatiya)である。

［と言われる｡］また、ある文献には、

この同じ在り方から、その施設部が説一切有部に合わされる。正量部に
注l“

は積子部と商拘梨何部と不可棄部がある。

と言われる。またある文献には、

迦葉部、法護部、化地部、根本［一切有］部と、東山部、西山部、雪山

部、部分差別部、施設部、出世説部と、

紅衣部、多聞部、不可棄部、商拘梨阿部、梗子部と、祇多林部、無畏部、

大伽藍部とである。四と六と五と三部であり、区別が十八種認められる。

そのように、十八の部派が認められ、釈迦の獅子の示したものは存続す

るが、行くその師の以前の行為により、対象や、規範師の区別と、見解の

注95 Bareaul955: 167-180.

注96 Bareaul955: 81-83,高井1978: 61-66.

注97 Bareaul955: 204.

注98Bareaul955: 205-240.

注99 Bareaul955: 244.

注100 Bareaul955: 241-243.

注101 Bareaul955: 110.

注102高井1978: 57-61.

注103 Bareaul955: 114-120,高井1978: 96-113.

注104 Bareaul955: 121-126,高井1978: 114-127.

注105寺本1935： 35-36，塚本1966: 429.

注106典拠の確認はできていない。たいていの文献では施設部は大衆部から分派して

おり、これを説一切有部に入れている点がこの文献の特色である。

(I92)
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区別が種々なる原因によりそれらは種々に作られたが、説いた人が種々で
注l的

あるのではない。

［と言われる]。これらの見解と戒の設定はそれぞれの大きな文献を見るべき
椎l閲

である。

根本［偶］が解説されるべきである。すなわち、 「梵行」とは、酒や女性といっ

た対象が捨てられることである。そのように酒による過失もそれぞれの聖典と、

それぞれの経典を見るべきである。女性の過失も大乗と小乗の経典や聖典を見

るべきである。すなわち、世尊により 『七淫欲を示したという小乗経』に、

バラモンよ、ここにある者が私に梵行を約束した。女性と二人での性交

がなくても、女性の身体を眼で見て、その服装に執着し、女性と一緒に遊

び、おしゃべりを享受し、女性が尊敬することを領受し、壁により隔てら

れ、幕により隔てられた女性の飾られた姿や、歌や、踊りや、音楽を享受

し、他者が五欲楽をそなええているのを見てから享受することと、天など

の場所に梵行をむけることもそれと同じであり、梵行が清浄ではな』湾

注107Cf.Bhj"Muar●αgrapl.ccha,DIpamkaraSvljrianatr. Tib. P.No.5649,
Var5araprcchasUtra,Tib・P.No.5643,U79a4-b2.Cf.塚本1966: 430.

注108部派分裂に関する研究としては、上記注に引用のものの他に、 N. Dutt,
BuddhisZM"sm〃zdja,Varanasi/Delhi l977;武邑尚邦「インド仏教教学』
（法蔵館， 1995年) , pp.124-206などがある。

注109mpmma此加nasamyu跡as面〃αinSik: 76.9-15 (Bendall l981: 81):
ayamucyatebrahmanabrahmacarI samyuktomaithunenadharmepa
na visamyuktah/apariSuddham brahmacaryam carati/evam
matrgramepa sardhamsamkrIdatah samkilikilaya-manasyaasvada-
yetahapariSuddhambrahmacaryamuktam/evammatl･gramopa-
sthanamasvadayatah/evamtirahkudyagatasyatirodn5yagatasya~va
matl･gramasyanrttagitadiSabdamasvadayatomaithunasamyogamity
uktam/evampaiica-kama-guna-samarpitamparamavalOkyasvada-
yatab/evamdevadisthane5ubrahmacarya-pariPamanatsamyukto
maithunenadharmePanavisamyuktaiti/

Cf.Michael Hahn, DasSaptamaithunasamyuktasUtra, einSUtrades
Ekottarikagama, in: Be"r･iigezI"･ Indiem/bJ･Sc加凡9, ed. byH.Hartel,
Berlonl977,,pp.205-224.M.Hahnは、ここの引用は経典から直接になされたも
のではなく、Sikに引用されたものを引いてきたとしている。同経のパーリ ・テキ
スト(A"u"αFa-Nj"aya,E.Hardyed.,Vol. 1V, pp.54-55)と漢訳(Chin. T.
No. 125, pp.714c-715a)とのパラレルに関しては同論文を参照のこと。

(191)
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とお説きになられており、大乗経典の『[観自在所間］七法経」にも、

考察によっても欲望に依存することをなさなければ、二根により合わさ
注110

れることをどうして言おうか。
注111

とお説きになられている。概して欲望の過失は「優陀延王所間経』と「欲望教

誠劉‘より知るべきである。

それ故に梵行ではないものを梵行のように示す者は、沙門の印や特徴による

我慢を起こしているので、在家の菩薩で法に従って完成した者たちに対して出

家の考えで軽蔑しており、偽善者で、泥棒のようである。すなわち経典に、
注113

泥棒が食べる。泥棒が飲む。

などとお説きになられている。

そのように罪をもつ比丘と沙門は天と人との塔となるその赤黄色い袈裟を取っ

てはならない。すなわち「法衣が燃え、鉢が燃える」と説明される。次のよう

に「仏蔵滅破戒経」に、

戒を破る比丘は、教師の赤黄色い宝嘘をほんの僅かな指をはじく瞬間で
注114

さえ保たれない。
注115

と説かれており、この過失については『聖迦葉品」などそれぞれの経典を見る

べきである。その同じ過犯をもつ沙門について、 「大乗の教説とその大道に入

るべきではない」と考える。そのような罪により触られず、清浄なものが「梵

行」と言われる。

注110Tib.P.No.817,Nu294a4.Cf.Eimerl978: 180.

注111 Utねyα凡aUafSar可aparjprccﾉ1面s画かα.Tib.P.No. 760.29.

注112 Sherburnel983: 204は"KamapaUada虎as画〃a(Toh.4523?)"とする。

注113典拠は未確認。

注114BuddﾉZap"α〃αdu雌"α凡噌rαﾉzZs画〃α,TibP・No. 886. Sherburnel983:

83, n. 22は、Tib.P.No.886,Vol.35, p､55.2の「破戒品」を指摘するが、典拠

の確認はできていない。

注115 KP[134]において、四種類の破戒者に関して述べられている（長尾雅人「迦

葉品」「大乗仏典9宝積部経典」中央公論社， 1974年, pp.99-100)。

(I")
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優婆塞と沙門と正学女よりも完全なので、

比丘の律儀とお認めになられている。 [BPP86]

と言う。すなわち「比丘の律儀が清浄である者は、大乗の根本が完全であり、
注116

特別に優れたものである」と世尊はそのようにお認めになられている。 「比丘」

とは、動議と四つの錫磨により受戒した者である。それも次のように、錫磨は

四つである。すなわち動議の掲磨と、動議と二度の錫磨と、動議と四度の掲磨

と、三度の鍋磨を述べた掲磨とである。それら四掲磨も、根本の二つに依存し

ている。すなわち衆生として数えるものと、衆生ではないもと数えるものとで
注117

ある。

そのうち衆生として数える掲磨は、許可され、受戒を完全にし、人に意を随

従し、堕ちることから助け出され、隔離と、追放と、安居を同意し、七・二十・

四十日の間賞賛し、衆生利益をし、処罰される行為であるものが、衆生として

数える根本の鶏磨である。

衆生として数えない錫磨は、法衣や鉢の使用と、袈裟座具(katinastara)

の使用と、与えられない法衣を取ることと、境界を結ぶことと、在家に意

を随従することと、そのような根本の行為が、衆生として数えない錫磨であ

る。
注118

それらの鶏磨も、二人の集まりによりなされるものと、四人によりなされる

ものと、五人によりなされるものと、十人によりなされるものと、二十人によ

りなされるものと、四十人によりなされるものと、サンガに従う者によりなさ

れるものとである。そのうち二人の集まりによりなされる行為は、比丘のサン

注116 Cf.小玉1969: 103.

注ll7 Cf.佐藤密雄「原始仏教教団の研究」 （山喜房仏普林1963) , pp. 195-246;平川

1964: 490-505;佐々木閑「出家とはなにか」 （大蔵出版, 1999年), 76-77.

注118Cf・山極伸之「根本説一切有部律健度部の研究(2)｣ (『仏教史学」32-1, 19開年),

pp.34-35;片山一良「伝統仏教の比丘戒律一序篤-」 （『駒沢大学仏教学部論集」25,

1994年) ,p.34.
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ガの前で三度述べられる倣悔の行為により過犯や、罪過の罪を告白することで

ある。四人によりなされるものは、四つの粗罪の前で骸悔することである。十

人によりなされるものとは中央地域において受戒を完成する行為である。五人

の集まりによりなされる錫磨は、辺境地域で受戒を完成する行為である。二十

人の集まりによりなされる鍋磨は、サンガのすべてから生じる行為である。四

十人によりなされる掲磨は、比丘尼が受戒を完全にする行為である。サンガに
注ll9

従う者によりなされる鶏磨は、結界の行為と布薩(pogadha)の行為と自窓(pra

varana)と他のそのようなものと同じ行為である。
注l” 注l21

説一切有部の律師である尊者ダルマトラータ、尊者ゴーシャカと、尊者ヴァ
雌122 注123 注124

スミトラと、尊者ブッダデーヴァと、尊者プールナと、偉大な賢者ヴァスバン

注119龍口明生「阿含経典に見られる布薩の研究」 （｢仏教学研究』53, 1997）を参照。
注120三枝1987: 159-160;塚本1990: 69-70.彼に帰される著書として『雑阿毘曇心論」
(Chin.T.No. 1552)がある。

注121 Cf. J. vandenBroeck,LasauGI"･del'immor"Z (A-P'j-j'α凡Kα凡
LIJWej II"z),Louvainl977;R.Kritzer,Gho5aka,Abhidhamamrta, in
K.H.Pottered.,E"ycloPqedjaQ/J)ldja凡卿Z"osopんjes, Vol.VII:
AbhidharmaBuddﾉzismZoI50A.D.Delhi,pp.489-509,三枝1987:84．彼の著
書としては「阿毘曇甘露味論j (Chin.T・No. 1553, re-Skt. SantiBhikSuSastri
Abﾉ1idhaFmam〃αQ/Gﾉlo"", Santiniketanl953)が現存し（塚本1M:67")、
また『大毘婆沙論』においては彼に対する言及が多く見られる。

注122三枝1987:35-37．これによると、 14人のVasumitraがあげられているが、 こ
こで言及されるのは(2)の『大毘婆沙論』の中で主要な位極を示す者である。彼に帰
される著書としては「阿毘達磨界身足論」 (Chin.T.No． 1540,塚本1990: 62)、
「阿毘達磨品類足論」 (Chin．T.Nos. 1541, 1542,塚本1990: 64)、 「尊婆須蜜菩薩
所集論」 (Chin.T.No. 1549,塚本1990: 67)などがある。『阿毘達磨品類足論」は、
その第1章が「五事論』として存在する(Chin.T.Nos. 1555-1557; J. lmanishi,

DasPa冗cauas“たaml"LddieP上z月caUaStu〃αuめﾉza", 2Bande, G6ttingen
1969, 1975)。なお、BMDPの著者が「異部宗輪論(SamqyabﾉtedopaF･acα虎rα)」
(Tib.P.No. 5639;Chin.Nos. 2031-2033)の著者と同一人物と見ていたのかは不
明である。

注123三枝1987:223-224． 「大毘婆沙論」に引用される論師であるが、彼に帰される論
書は伝わっていない。

注124 Tib.:bsamrdzogs､彼が誰なのかは、不明である。LokeshChandra,TYbeZαル
Sans""Djc"o"α", repr., 1990Kyoto, p.2509bには"pUrPamanoratha''
という用例が見られるので、Abﾉzidﾉlqrmad"""ayapada銅s〃a(Chin.T.No.
1540)の著者（ただし中国の伝承では著者はVasumitraである。 Cf.塚本1990:
62;Takakusul905: 108-111) 「プールナ」としておく。 しかし彼の名称に対する
チベット語は''Gangpo"であり、他の論師のことである可能性もある。

（ノ88）
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能125 注l鰯 注l訂

ドゥと、長老グナプラバと、尊者シャキャプラバなどが、十種による受戒を完

全にしている。すなわち［｢倶舎論」に]、

出家者とは、仏と独覚である。確実に入る者は、五つの依処である。

「比丘よ、来なさい」と言う者は、ヤシャなどである。教師として認めら

れる者は、マハーカーシャパなどである。質問を喜ぶ者は、ソーダーイン

などである。師の教えを保つ者は、マハープラジャーパテイである。伝道

をする者は、ダルマデインナーである。律師に属さない五人が、辺境の者

である。十衆による者が、中央の者で、帰依を三度述べるのが、六十の善
注l記

妙なる衆で、 ［彼等が］受戒を完全にしている。

と言われる。

注125三枝1987:75-76．彼の著書としては、Vmqyqs面〃a(Tib.P.No. 5619),

E向o雌“αrα虎armα§αZα虎a(Tib.P.No. 5620),Vmayasu〃QUr"A6ﾉtjdhanα‐

suQUya"hya凡a(Tib.P.No. 5624),V伽ayas面〃αひrtti (Tib・P.No. 5624),

Bodhisα"uα§"apaF･jUα〃αbﾉz面妙α(Tib.P・No. 5546)がある。

注126彼の根本説一切有部に関するテキストはチベット大蔵経におさめられている。

Cf.Tib.P.No"5626,MElasqr"as"uad飴虚、α"e『α虎屈『j";No. 5627,

MF･Uas"Uad飴虚、α"era侮rj"aU〃〃prabha"α庇．

注127同じ著者のRKUには、 「軌範師ダルマタートラと軌範師プッダデーヴァとヴァ

スミトラとYid ，ong？たちが声聞の毘婆沙師の聖典を詳しく解説された。軌範師カ
テイヤーナラクシタとダルモッタラと先のヴァスバンドゥなどは声聞の経量部の著作

を著しになられた」とある（宮崎1993： 20)。アピダルマの論師に対する区分として、

BMDPでは説一切有部の論師とするのに対して、RKUは後代のチベットの宗義書に

みられる毘婆沙師と経量部とする点が多少気になる。

注128AKBh, p.212.4-9(舟橋1987: 155-156):

svayambhntvenabuddhanampratyekabuddhanamcaniyamavakrantya

paiIcakanamehibhik5ukayayaSahprabhrtlnamSasturabhyupagaman

mahakaSyapasyapraSraradhanenasodayinaigurudharmabhyupagamena

mahaprajapatyab dntena dharmadinnayah vinaya-dhara-pancamena

pratyantimegu janapade5udaSavargePamadhye5ujanapadefuSaraPa-

gamanamtraivacikena5a5IibhadravargapUgopasampaditanamiti tegam

nava5yamvijriapty-adhinahpratimokSa-samvarah/

Cf・本庄良文「シヤマタデーヴァの伝える阿含資料一業品(1)-｣ (｢神戸女子大学紀

要」26-1, 1993) , pp.182-185.

(I87)
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比丘は四種である。すなわち、名前だけの比丘と、自称比丘と、乞食による
溢1羽

比丘と、煩悩を制圧した比丘とである。現在では、清浄なる戒の比丘はとても

まれである。すなわち規範師シャーンテイデーヴァが［｢入菩薩学論」に]、

説かれたものの根本となるものは、比丘たることであって、比丘たるこ
性1卿

とも得難いものである。

とお説きになられているので、 「学ぶべきことを弱めた比丘で、損なわれ、引

き裂かれ、汚され、壊され、完全ではない比丘よりも、清浄なる沙門が大乗の

器として賞賛される」と師たちは繰り返し述べている。

また［根本偶を］解説をするべきである。すなわち「律儀」とは、破戒の流

れを取り除き、制御することである。さらに次のように、何から得るのかと、

どのように得るのかと、律儀を得る時と、どのように取るのかと、どのように

捨てるのかと、その本質と、過犯が生じる原因と、過犯が生じない原因と、過

犯より退くこととである。

「何から得るのか」などと言う意味は、律師に問い、文献を見るべきである。

注129AKBh,Pradhanl967: 223.15-16:

caturvidhobhikSuh/samjna-bhikSuhpratijna-bhik5urbhikSataiti

bhik9urbhinna-kleSatvat bhik5ub/asmimstvarthejilapti-caturtha-

karmopasampannobhik5ur iti/

Cf.舟橋1987: 223-224.本庄良文「シヤマタデーヴァの伝える阿含資料一業品(2)-」

（「教育諸学研究論文集」 7, 1993) , pp.100-101によると、 この引用は『十調律」

(Chin.T.No. 1435, p.2ab)からのものである(Pasadikal989: 80,本庄1984:
60-61)。

BCAP,Poussinl901: 436.8-9 (Vaidyal988: 213.3-4):

tatrasamjna-bhikSuh/pratijna-bhikSuh/bhik5upaSIlobhik9uh/

jnapti-caturtha-karmanopasampannobhikSuh/bhinna-kleSobhik5ur

itipanca-prakarobhik5uh/tatracaturtha-pancamamdvayamagrtham/

Cf.塚田貫康「入菩提行論細疏第九章試訳」 （「大崎学報」 148)p.71．BMDPには
「白四掲磨具足の比丘」に関する言及はなく、四種類である。BMDPの著者はこの

直後にBCAを引用するが、 BCAPよりもAKBhの方を参照していたように思

える。律文献における典拠に関しては、平川1993： 173-184を参照。

注130 BCAIX、 45ab: SasanambhikSuta-mUlambhikSutaivacaduhsthita/

（ノ86）



ディーパンカラシュリージュニャーナの『菩提道灯論細疏」和訳（3） （望月） 26

どのように捨てるのかと言えば、別解脱の律儀を捨てる原因はたくさんであ

る。すなわち、有智者の前で学ぶべき基本を故意に与えたり、共通部分を捨て
注l31

たり、波羅夷が生じたり、二つの特徴が一時に生じたり、善根を断じたりする

ことである。何故にその律儀を捨てる原因であるのかと言えば、本当に捨てよ

うと思うことが生じ、依処を投げ捨て、過犯に相応する原因が生じ、依処を損

ない、根本が朽ちることである。またある律師は、

一つの過犯が生じたので、すべてのものが捨てられるであろう。

と言う。ある者は、

正法が沈むときに捨てられる。

と言う。説一切有部の律師は次のように、

一つの過犯が生じたことにより、残りを捨てることはない。そこには、

律儀と律儀ではないものの二つがある。ある人に財産もあり、負債もある

ようなものである。その過犯を告白したならば、彼は戒をそなえており、

律儀がないのではない。

と言う。 ［男女の］特徴が変わることについては、前にはなかった律儀も捨て

ず、すでに得たものも捨てないことになる。正法が沈んだ際もそれと同じであ

る。死により捨てることも、次のように身体は同じでなく、それと結合もされ
誰132

ず、律儀を憶えていないからである。それらは規範師ヴァスバンドウに従った

注131 Sherburnel983:85, n.34によると、これは「性的特徴」である。

注132AKBh: 222.27-32 (舟橋1987:221-222):

pratimokSa-damatyagahSik5a-nik5epanaccyuteh/

ubhya-vyanjanotpattermmlacchedanniSatyayat//

damyantyanenetidamahsamvaro 'bhipretastenendriya-damanat/

caturbhihkaranaihpratimok5a-sa叩varasya tyagab/sthapayit-vopa

vasam/gik5apadanamvijna-puruSasyantike

pratyakhyanadaSayatah nikaya-sabhagatyagat yugapad-ubhaya-

vyaiTjana-pradurbhavat kuSala-mmla-samucchedac ca/upavasa-

samvarasyatvebhiScaturbhiraratrik5ayacca/tanyetanyabhisamasya

paiicatyaga-karaPanibhavanti/

(J85)
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ものから解説される。その文献ではない見解もたくさんあるが、ここでは脇に

おかれる。

［律儀の］本質も律の文献と、自らの部派の律の保持者に聞くべきである。

過犯が生じる原因は二つである。すなわち、なすべきことをなさないことと、

なすべきではないことをなすことである。さらに四つある。すなわち、知らな

いことと、尊敬していないことと、放逸と、大きな煩悩である。
注1羽

過犯が生じない原因は五つである。すなわち諸根の門を抑制することであ
盤1測

り、座ることと、食物の量を知ることと、夜の始めの部分と終わりの部分に眠
注1謁 帖l銘

らずにヨーガに努めることと、智のままに行うことと、記憶を保つことと、不
注1羽

放逸と、僅かな罪さえ恐れて見ることと、正しい在り方の心が第一の原因であ
性l謝

る。優婆塞の在り方を大部分見ること、師や梵行を行う者や、説かれたものを

喜ぶ天たちや、賢い人や、世間の者たちにより非難されるだろうと思うことと、

自分自身を考察してから赤面や差恥心があることが第二の原因である。少しの

目的と、少しのなすべきことと、少しの行為の完成が第三の原因である。在家

と出家を混合せずに生活することと、過犯と過犯でないものに対して賢く、善

なる方向に努力することが第四の原因である。初学者や、正気でない者や、眠

り込んだ者や、 ，L､が乱れた者や、感覚器官が損なわれた者［の過犯における過
注l調

ちを減少すること］が、第五の原因である。

注133声聞地1998: 100-115.

注134声聞地1998: 116-149.

注135声聞地1998: 150-171.

注136声聞地1998: 172-211.

注137声聞地1998： 66-68．

注138 これらの項目は、同じ著者のその他のテキストでも列挙されている。Cf.

Bodhisα此uamα"Jﾉauali5-8,Dargyayl987: 17;Vimalα『αZ凡ale"ha17-20,
Dietzl984: 304-305.

注139 これらのネガテイヴな要素が過犯を起こさない原因になるとは思えず、 ここに

は省略が想定される。Sherburnel983:78,は"[reducesculpabilityintransgre-

ssion]"と補っている。
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過犯より退くこととは三つである。五つの後悔を起こすことと、五支により

まとめられた不放逸と、五相による後悔を取り除くことである。
注140

五支によりまとめられたものは、 「声聞地』を見るべきである。

五つの後悔を起こすことは、ここにある者に過犯が生じたならば、次のよう

に「自分自身におけるこの根本により戒が損なわれるだろう」と思うことと、

｢教師や梵行を行う賢者たちにより非難されるだろう」と思うことと、 「天たち

により非難されるであろう」と思うことと、 「辺境までにおいて罪をもつ人に

より知られ、不適当な語や言葉で述べられるだろう」と思うことと、 「この不

善根により私は身体を滅ぼしてから悪趣に生まれるならば、適当ではない」と

思う後悔が生じることである。

五相による後悔を取り除くことは、 「世尊は根本をもち、出離をもつ法を示

したので、過犯より退く方法がある」と思うことと、 「無知や、放逸や、尊敬

しないことや、大きな煩悩により過犯が生じたことを知らないことから、それ

らの四つが生じる」と思うことと、 「過犯のために過犯を起こすべきではない

から、意楽をなした後に発心する」と思うことと、 「梵行をなす賢者たちの前

でよく熾悔した」と思うことと、 「私はよく説かれた法の戒から出家した後に、

学ぶべきことが矛盾するならば、その後悔することは正しくも適切でもないが、

私は世尊が後悔の流れの障害の場を多くの異名とともに非難し、断じられた法

であるものがたくさんあることを容認し、排除するものを、排除しないでいる

ことは私が喜ぶことでもいいものでもない」と思ってから、後悔を排除するこ

とである。

またそれぞれの部派の独自の律より生じる方法により告白するべきである。

注140典拠は未確認である。Sherburnel983:85, n.36は「菩薩地」の「戒品」をあ
げるが、文意が異なっている。
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注141

また、私が著した「過犯倣悔儀軌」のその詳しい方法により告白するべきであ

る。四半月に別解脱経を繰り返し、布薩をよく精進するべきである。比丘戒の

学ぶべきものをそのように努力することが、過犯をよく知ることであり、過犯

より確実に出離することをよく知ることである。自分自身が清浄で、きれいで、

汚れがなく、罪がないので、後悔がない。彼は在家から家がない［状態である］

出家をしてから、よく説かれた法の戒を損なったり、壊したり、引き裂いたり、
注l42

汚したり、不浄にしたりせずに、 ［それを］よく守り、十二頭陀行と、沙門の

十七の荘鐡とより飾ってからいる者が､本当の沙門であると思ってから、

注141 Tib.D.No.3974,P.No.5369.和訳に関しては、拙稿「DIpamkaraSrijilana

のKα『m鋤αrαﾘQUjSod九q"QUidhめんa§yαについて」 （日本印度学仏教学会第50回
学術大会発表資料) ,pp32-33の[付論]を参照のこと。

注141 JeanDantinne,LesQuα"tesdeZ'qscete(D/tuZqg"a), Bruxellesl"1;
阿部慈園「般若経の頭陀支」 （『高崎直道博士還暦記念インド学仏教学論集」春秋社，

1987年）によると、頭陀支を12項目とするのは、大乗の系統に見られるものであり、パ

ーリ文献の系統は13支である。前者をASIadaSasaﾉzasF娩a-prq/naparam"asﾛかα

に従って列挙すると次の通りである: (1)糞掃衣支(pamSukUlika) , (2)三衣支
(traicIvarika),(3)常乞食支(pi"apatika), (4)一坐食支(ekasanika), (5)一
鉢食支(praptapiPdika), (6)時後不食支(khalupagcadbhaktika), (7)阿蘭若住
支(arapyaka), (8)樹下住支(vrk5amUlika), (9)露地住支(abhyavakaSika),
（10）塚間住支(SmaSanika), (11)随得敷具支(yathasamstarika), (12)常坐不臥

支(naiSadyika).Cf.G.Sasaki,Vimu虎邸ma堰αD”tα凡gaF1"deta,Kyotol9
58；早島鏡正「初期仏教の社会と生活」 （岩波番店， 1964年) , pp.68-95．なお、同じ
著者のMS(Tib.D・No． 3961,Gi96a2-lOla5)にも頭陀支に関する律からの引

用が見られる。Cf.声聞地1998: 275-286.

注143 Cf.声聞地1998: 268-269:

SramaPalaIPkarab katamah/tadyathaikatyah Sraddho bhavati,

aSaihah, alpabadhah arabdha-virya-jatiyah, prajnah, alpecchai,

sa印tu9!ah,supoSah,subharah,dhuta-guPa-samanvagatah,prasadikah,

matrajriab, sat-puru5a-dharma-samanvagatah, palPdita-linga-sam

anvagatah, k5amah, sDratah, peSalaScabhavati//
すなわち(1)正信であること、 (2)無謂曲であること、 (3)無病であること、 (4)発精進

性であること、 (5)智恵があること、 (6)少欲であること、 (7)知足であること、 (8)養

い易いこと、 (9)満足しやすいことと、 （10)頭陀の徳性をもっていることと、 （11)端

正であることと、 (12)量を知ることと、 (13)正しい人の法をもっていることと、 (14)

賢者の特相をもっていることと、 (15)忍耐強いことと、 (16)柔和であることと、 (17)
温和であることとである。
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吉祥なる梵行をそなえた比丘の律儀としてお認めになられている。

[BPP85-86]

と言う。それ故に尊者マイトレーヤが、

罪過や、生じることをともなうことや、出離や、人や、そなえることや、
注144

区別による確定されるので律の法である。
ifl45

と「[大乗］荘厳経論』にお説きになられている。声聞乗の機会を完成した。

参考文献と略号（前稿に続く）

AA Abltisamay副αmhaFa.Stcherbatskyl977.に訂正。

Bareaul954 AndreBareau,Lecyclede laformationdesschismes・ JA

1954,pp.235-266.

Bareaul955 1d,Lessecfesbouddﾉljquesdupe"tUをﾉzicule・ Paris.

Bareaul956 1d,Troistraitessurlessectesbouddhiques.JA1956, pp.

167-200．

Dargyayl987GesheLobsangDargyay,A"もα's <Juuﾉele〃たranzdesBodﾉZj-

S""α》 、 2.Auflage.Rikon.

藤田1983 藤田光寛「『菩薩律儀二十」について」 「中川善教先生頌徳記念論集

仏教と文化」 ,pp.255-280.

藤田1989 1d., ｢<菩薩地戒品〉和訳(I)」『高野山大学論叢』 24, pp.31-51.

舟橋1987 舟橋一哉「倶舎論の原典解明一業品一」法蔵館。

Gnoli l961 RanieroGnoli, lVagaW几aMad/lyamaんaKarj".Vigrα向α‐

Uy伽α〃｡Zα凡i,C""sZQUa・ Torino.

早島1985 早島理「経律論-MAHAYANASUTRALAMKARA第XI章第1

注144MSAXI､4,Levi l983: 1.54, 11.100,宇井1961: 194:

apatterutthanadvyutthanannihsrteScavinayatvam/

pudgalatahprajnaptehpravibhaga-viniScayaccaiva//

なおこの箇所は、早島1985において詳細に論じられているので、そちらを参照して

いただきたい。

注145ディーパンカラシュリージュニヤーナは、この「別解脱」に関するセクション

を大乗の概念とは異なるものとしてとらえてたことがわかる。

(ノ81)
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～4偶一」 『長崎大学教育学部社会科学論叢』34,pp.27-46.

平川1964 平川彰「原始仏教の研究」春秋社。

平川1970 1d. 「律蔵の研究j山喜房仏書林。

平川1993 1d. 「平川彰著作集第14巻二百五十戒の研究I』春秋社。

本庄1984 本庄良文『倶舎論所依阿含全表1」京都。
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［付記］本年、大正大学の高橘尚夫先生に招いて頂き、先生の講議時間に「デイーパン

カラシュリージュニャーナ研究の現状と課題」という題で話をする機会が得られた。そ

の際に、彼に関する研究史・著者性の問題点・ 「大経集」の概要に関して簡単にまとめ、

文献表を作成することができた。そのような機会を与えて下さった高橋先生に、 この場

をかりてお礼申し上げる。

この「大経集』に関しては、第12回国際仏教学会(1999年8月23-28日ローザンヌ大学）

において発表を行った。当初は、引用経典に関してカマラシーラの『修習次第』やプラ

ジュニャーカラマティの「入菩薩行論細疏』などの引用経典と比較する予定であったが、

残念ながらそこまでは及ばなかった。そのレジユメに関しては、TheSntracitedinthe

MahasnZrasamuccayaof AtiSa, XIIth IABS Conference-Abstracts-,

Lausannel999, pp.103-104および同タイトルの配付資料を参照していただきたい。

後者には、望月1995xを経典の引用順に並びかえたリストが付されている。

また平成1l年度の日本印度学仏教学会ならびに日本宗教学会での発表での配付資料と

して、 「DipamkaraSrijnanaのKarmaUqranQUjSod九α凡α"jdhめん且§yαについて」

と「デイーパンカラシュリージュニヤーナの『入菩薩学道説示』について」 も参照して

いただきたい。それぞれのテキストの和訳とチベット語訳を付すとともに、それぞれ

『罪過繊悔儀軌」と「行集灯論」の和訳も添えておいた。
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